
６水管第 3599 号 

令和７年３月 18 日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

  農林水産大臣 江藤 拓 

特定水産資源（まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群）に関する 

令和６管理年度における漁獲可能量の変更について（諮問第 471 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第１項の規定に基づき定めた特定水産資

源（まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群）に関する令和６管理年度におけ

る漁獲可能量について、別紙のとおり変更したいので、同条第６項において準用する

同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
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令和６管理年度（令和６年７月～令和７年６月）まさば対馬暖流系群及び 

ごまさば東シナ海系群の漁獲可能量（ＴＡＣ）の変更について（案） 

令 和 ７ 年 ３ 月 

水 産 庁  

１ 概要 

（１） まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群については、昨年７月に開催され

たステークホルダー会合の取りまとめを受けて、資源評価の不確実性に対応するた

めの管理年度途中のＴＡＣの調整ルールの検討が行われ、令和６管理年度における

暫定的な措置として、以下の導入が昨年 12 月の第 134 回資源管理分科会で了承され

た。 

① 令和６年度の資源評価及び漁獲シナリオによって再計算される令和６管理年度

のＡＢＣと令和６管理年度のＴＡＣとの差分を上限に、令和６管理年度のＴＡＣ

に一定の数量（以下「追加数量」という。）を追加する。 

② 令和７管理年度のＴＡＣは、令和６年度の資源評価及び漁獲シナリオから導か

れる令和７管理年度のＡＢＣから、追加数量を減じた数量とする。 

③ 令和６管理年度の漁獲実績が、令和７年度の資源評価及び漁獲シナリオによっ

て再々計算される令和６管理年度のＡＢＣを上回る場合には、同実績と同ＡＢＣ

との差分を追加数量から差し引いた数量を令和７管理年度のＴＡＣに追加する。

当該差分が追加数量以上となる場合は、当該上回った数量を令和７管理年度のＴ

ＡＣから差し引く。 

④ 令和６管理年度の漁獲実績が、令和７年度の資源評価及び漁獲シナリオによっ

て再々計算される令和６管理年度のＡＢＣを下回る場合には、追加数量を令和７

管理年度のＴＡＣに追加する。 

（２）昨年 12 月、上記（１）の①の「漁獲シナリオによって再計算される令和６管理年度

のＡＢＣ」が研究機関から公表されたことを受け、令和６管理年度のＴＡＣとの差分 

16,800 トンを、令和６管理年度のＴＡＣに追加する。追加数量は、国の留保に繰り入 

れた後、資源管理基本方針別紙 2-16 の関係する規定に基づき配分する。 

２ ＴＡＣの変更（案）  

特定水産資源 
ＴＡＣ 

変更後 変更前 

まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ

ナ海系群
236,700 トン 219,900 トン 
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（参考１）まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群ＴＡＣの推移 

単位：万トン 

※ 括弧内は変更前の数字（管理年度途中の当該管理年度と翌管理年度との間での漁

獲可能量の調整） 

（参考２）まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の漁獲実績 

単位：万トン 

資源名 
R6 年 

（変更案） 

R6 年 

（2024 年） 

R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

まさば対馬暖流

系群及びごまさ

ば東シナ海系群 

23.67 21.99 
19.13 

（18.53） 

14.30 

（12.90） 
17.82 22.00 

資源名 
R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

まさば対馬暖流系群及びご

まさば東シナ海系群 
16.35 14.19 12.76 9.60 9.11 
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３．関係（漁獲実績＞再々計算ABCの場合）
①追加数量からR6漁獲実績とR6再々計算ABCとの差を
差し引いた分をTACに追加

②R6漁獲実績とR6再々計算ABCとの差が追加数量を上
回る分をTACから差し引き

４．関係（漁獲実績≦再々計算ABCの場合）
③追加数量をTACに追加

R6ABC

＝
R6TAC

R6

再計算
ABC

R6
再々計算

ABC

追加
可能量

R6
漁獲
実績

令和７年12月頃令和７年９月頃

①

令

和

６
管

理

年

度

令和６年12月頃 令和７年12月頃令和７年７月

R7ABC
R7
TAC

「追加数量」
を減ずる

（※）上記暫定ルールについては、研究機関に
よるリスク評価が行われていない中で、入手
可能な最善の科学的情報をもとに講じるもの。

令
和
７
管
理
年
度

R6

変更後
TAC

令和６年12月 令和７年３月

暫定的な措置として、以下の方法により令

和６管理年度の漁獲可能量を調整すること

ができる。

１．令和６年度の資源評価及び漁獲シナリ

オによって再計算される令和６管理年度の

生物学的許容漁獲量と令和６管理年度の

漁獲可能量の差分を上限に、令和６管理年

度の漁獲可能量に一定の数量（以下「追加

数量」という。）を追加する。

２．令和７管理年度の漁獲可能量は、令和

７管理年度の生物学的許容漁獲量から、追

加数量を減じた数量とする。

３．令和６管理年度の漁獲実績が、令和７

年度の資源評価及び漁獲シナリオによって

再々計算される令和６管理年度の生物学的

許容漁獲量を上回る場合には、同実績と同

生物学的許容漁獲量との差分を追加数量

から差し引いた数量を令和７管理年度の漁

獲可能量に追加する。当該差分が追加数

量以上となる場合は、令和７管理年度の漁

獲可能量から当該上回った数量を差し引く。

４．令和６管理年度の漁獲実績が、令和７

年度の資源評価及び漁獲シナリオによって

再々計算される令和６管理年度の生物学的

許容漁獲量以下となる場合には、追加数量

を令和７管理年度の漁獲可能量に追加する。

追加数量

R6
再々計算

ABC

R6
再々計算

ABC

３．関係
①漁獲実績＞再々計算ABC（差が追加数量未満）
②漁獲実績＞再々計算ABC（差が追加数量以上）

４．関係

③漁獲実績≦再々計算ABC

②

③

R7
変更後
TAC

R7
変更後
TAC

R7
変更後
TAC

①

②

③

２．関係
R7管理年度ABCから追加数量を減じ
た数量でTACを設定

１．関係
• 再計算ABCとTACの差分を上限に、

追加可
• TAC＞再計算ＡＢＣの場合は、追加

不可

まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
管理年度途中の漁獲可能量の調整（令和６管理年度の暫定的な措置）について（制度の概要）

（参考）

まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
管理年度途中の漁獲可能量の調整（令和６管理年度の暫定的な措置）について（本日の諮問内容）

追加
可能量

1.68万トン

令和６年12月 令和７年３月

追加
数量

1.68万トン

R6ABC
＝

R6TAC
21.99
万トン

R6
再計算
ABC
23.67
万トン

R6
変更後
TAC
23.67
万トン

 昨年12月、上記１の「漁獲シナリオによって再計算される令和６管理年度のＡＢＣ」が研究機関から公表されたことを
受け、令和６管理年度のＴＡＣとの差分16,800トンを、令和６管理年度のＴＡＣに追加することについて、諮問する。

 なお、追加数量は、国の留保に繰り入れたのち、資源管理基本方針別紙2-16の関係する規定に基づき配分する。

 今回の調整に伴う令和７管理年度のTACの設定（同管理年度のABCから16,800トンを減じた数量）は、本年５月頃
に諮問する予定。その後、令和６管理年度の再々計算ABCが公表される令和７年12月以降に、令和７管理年度の
TACの変更を報告する予定。

令

和

６
管

理

年

度
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